
７．（５）変動金利定期預金規定 ※下線が追加部分 

改定前 改定後 

４．（利息） 

（１）～（２） （略） 

（３） この預金を第５条１項により満期日前に解約する場合および預金等共通

規定第６条第５項によりこの預金を満期日前に解約する場合には、その

利息は、預入日（継続をしたときは最後の継続日。以下同じです。）から、

解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率（小数点第４

位以下は切捨てます。）によって計算（複利型については６か月複利の方

法で計算）し、この預金とともに支払います。 

ただし、中間払利息が支払われている場合には、解約日までに経過した

各中間利払日数および次の預入期間に応じた利率（小数点第４位以下は

切捨てます。）によって計算した金額ならびに解約日までに経過した最後

の中間利払日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じ

た利率（小数点第４位以下は切捨てます。）によって計算した金額の合計

額（以下「期限前解約利息」といいます。）を、この預金とともに支払いま

す。この場合、期限前解約利息とすでに支払われている中間払利息（中

間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額）との差額を精算しま

す。 

①６か月未満                 解約日における普通預金の利率 

②６か月以上１年未満        約定利率×４０％  

③１年以上１年６か月未満     約定利率×５０％ 

④１年６か月以上２年未満     約定利率×６０％ 

⑤２年以上２年６か月未満     約定利率×７０％ 

⑥２年６か月以上３年未満     約定利率×９０％ 

 

（４） （略） 

４．（利息） 

（１）～（２） （略） 

（３） この預金を第５条１項により満期日前に解約する場合および預金等共通

規定第６条第５項によりこの預金を満期日前に解約する場合には、その

利息は、預入日（継続をしたときは最後の継続日。以下同じです。）から、

解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率（小数点第４

位以下は切捨てます。）によって計算（複利型については６か月複利の方

法で計算）し、この預金とともに支払います。 

ただし、中間払利息が支払われている場合には、解約日までに経過した

各中間利払日数および次の預入期間に応じた利率（小数点第４位以下は

切捨てます。）によって計算した金額ならびに解約日までに経過した最後

の中間利払日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じ

た利率（小数点第４位以下は切捨てます。）によって計算した金額の合計

額（以下「期限前利息」といいます。）を、この預金とともに支払います。こ

の場合、期限前利息とすでに支払われている中間払利息（中間利払日が

複数ある場合は各中間払利息の合計額）との差額を精算します。 

①６か月未満              解約日における普通預金の利率 

②６か月以上１年未満        約定利率×４０％または解約日にお

ける普通預金利率のうち高いほう

の利率 

③１年以上１年６か月未満     約定利率×５０％ 

④１年６か月以上２年未満     約定利率×６０％ 

⑤２年以上２年６か月未満     約定利率×７０％ 

⑥２年６か月以上３年未満     約定利率×９０％ 

（４） （略） 

 


